
「建設キャリアアップシステム」５月より申請受付開始
「建設キャリアアップシステム」は、建設技能者の資格、社会保険加入状況、現場での就業履歴を蓄積し、その
システムの活用により
①技能者が能力や経験に応じた処遇を受けられる環境づくり
②現場管理や、人材育成の効率化による生産性の向上

を目指し、国や業界を挙げて構築をすすめてきたシステムで、５月より技能者、事業者の申請受付が開始されます。
５月からの申請受付は「一般財団法人建設業振興基金」への直接郵送に限られます。また６月よりインターネット
申請受付開始となります。なお、県連の受付窓口開設は９月以降を予定しています。
公共事業関連工事の技能者の方々は、「建設キャリアアップシステム」により発行される個人カードが、現場入場
証として活用される場合がありますので、元請け工事業者に確認の上、早目の申請が必要となります。
詳しくは「一般財団法人建設業振興基金」ホームページ、「建設キャリアアップシステム」を検索願います。

一般財団法人建設業振興基金　http://www.kensetsu-kikin.or.jp/ 建設キャリアアップシステム


